
 

 

 

 

 

 

 

みなとみらい公共駐車場運営事業 

事業者の決定に関する報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年 ８ 月 

横浜市 

  



 

 

はじめに 

 

横浜市（以下「市」という。）は、みなとみらい公共駐車場運営事業（以下「本事業」という。）に関し

て、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117 号。以下

「ＰＦＩ法」という。）に基づく事業を実施するに当たり、本事業の提案募集及び審査を行い、事業者を

決定した。 本書は、本事業に関する提案募集から事業者決定までの経過と審査の結果について公表する

ものである。 

 

令和２年８月 31日 
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第１ 事業概要 

１ 事業名称  

みなとみらい公共駐車場運営事業 

 

２ 公共施設等の管理者の名称  

横浜市長  林 文子  

  

３ 事業の目的  

みなとみらい公共駐車場（以下「本施設」という。）は市の中核的存在となるみなと

みらい２１地区において、パシフィコ横浜における国際会議等の開催や臨港パーク等

の公共施設の整備による公共的な駐車需要に対応するため、パシフィコ横浜併設の駐

車場として、平成３年 10 月に整備された。 

現在、本施設は公社が所有しているが、公社は解散が決定し、令和２年度末までに本

施設は市へ移管することが決まっている。市では、移管後、ＭＩＣＥ市場の世界的な拡

大や横浜での開催需要を踏まえ、ＭＩＣＥ施策に軸足を置いた運営を目指している。 

本事業は、民間事業者のノウハウを活かし、ＶＩＰのセキュリティ対応など、安全か

つ円滑なＭＩＣＥ開催を実現することで、「グローバルＭＩＣＥ都市」としての競争力

をさらに強化することを目的とする。 

また、本施設の運営に当たっては、ＰＦＩ法に基づく公共施設等運営事業として実施

することとしている。加えて、本事業の実施に当たっては、横浜市中小企業振興基本条

例（平成 22年横浜市条例第９号）の趣旨に鑑み、地域活性化に資することにも期待す

るものである。 

 

４ 事業内容 

(1) 事業対象 

本事業は、ＰＦＩ法第２条第６項に定義される公共施設等運営事業としてＰＦＩ

事業者が実施契約に従って本施設の運営を行うものである。 

 

本事業の運営権対象施設は、以下のとおりとする。 
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   図表 1 運営権対象施設の概要 

項目 内容 

所在地 横浜市西区みなとみらい一丁目３番の１ 

延床面積 51,051.30㎡ 

用途地域 商業地域 

構造 鉄筋コンクリート造地下２階建 

収容台数 自動車 1,154台、自動二輪車 44台 

高度地区 第 7種高度地区 

高さ制限 60ｍ 

防火・準防火地域 防火地域 

臨港地区 横浜港臨港地区（分区指定なし） 

駐車場整備地区 中央地区駐車場整備地区 

地区計画 みなとみらい２１中央地区計画 

景観計画 横浜市景観計画（第 2章 みなとみらい２１中央地区における景観計画） 

都市景観協議地区 みなとみらい２１中央地区都市景観協議地区 

 

(2) 本事業の業務範囲  

本事業の業務範囲は、次のとおりである。 

 

① 統括管理業務  

 統括管理業務 

 総務・経理業務 

 事業評価業務 

 

② 準備業務  

 利用規則の策定業務 

 広報業務 

 公社からの引継業務 

 スタッフ研修業務 

 関係者とのスケジュール等調整業務 

 その他業務 
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③ 維持管理・保全業務  

 建築物保守管理業務 

 建築設備保守管理業務 

 環境管理業務 

 清掃業務 

 什器備品管理業務 

 修繕業務 

 施設台帳及び図面の管理業務 

 

④ 運営業務 

 利用規則に関する業務 

 駐車場料金徴収業務 

 誘導・案内業務 

 行政・周辺施設との連携業務 

 保安警備及び防災業務 

 利便施設等管理業務 

 広報業務 

 自主事業 

 本事業期間終了時の引継業務 

 その他業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

第２ 審査の方法 

１ 優秀提案者の選定方法 

本事業を実施するＰＦＩ事業者の選定に当たっては、本施設の維持管理・保全、運営

に関する提案内容を総合的に評価することとし、市は、本事業の提案者として、株式会

社横浜国際平和会議場を指名した。 

運営権対価の提案価格のほか、事業計画、維持管理・保全及び運営等に関する提案内

容を提案書及びプレゼンテーションに基づき審査を行い、基礎評価点及び加点評価点

を合算した総合評価点が、審査基準に定める基準点以上となったため、優秀提案者が選

定された。 

なお、優秀提案者の選定に係る審査は、公平性及び透明性を確保するとともに、客観

的な評価等を行うため設置している横浜市民間資金等活用事業審査委員会（以下「審査

委員会」という。）において行われた。 

 

２ 審査委員会による審査 

優秀提案者の選定にかかる審査は、学識経験者等で構成する審査委員会により、提出

された書類及びプレゼンテーションに基づき行われた。 

審査委員会は、次の４名で構成された。 

また、本事業における審査委員会のアドバイザーとして、独立行政法人国際観光機構

が担当した。 

 

審査委員会 委員 

 氏名 所属・役職 

委員長 齋藤 真哉 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院 教授 

委員 原 悦子 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士 

委員 山口 直也 青山学院大学大学院 会計プロフェッション研究科 教授 

委員 玉井  和博 立教大学 観光研究所 特任研究員 

（備考：敬称略） 

 

                                   審査委員会 アドバイザー 

 氏名 所属・役職 

アドバイザー 川崎 悦子 独立行政法人国際観光振興機構  ＭＩＣＥプロモーション部長 

（備考：敬称略） 

 

３ 審査委員会事務局 

審査委員会の事務局は、横浜市政策局共創推進課とした。 
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４ 審査の方法 

審査委員会は、提案募集要項の附属資料３「審査基準」に従って、審査を行った。 

 

５ 審査の基準 

審査基準については、提案募集要項の附属資料３「審査基準」のとおりとした。 
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６ 審査の手順  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

参加資格確認審査 

提案に関する必要書類の確認 

提案価格の確認 

基礎審査 

加点評価（価格に関する事項を除く） 

総合評価点の算出 

優秀提案者の選定 

ＰＦＩ事業者の決定 

失格 
参加資格の不備 

失格 
提出書類の不備 

失格 
基準価格未満 

失格 
要求水準の未達成等 

加点評価（価格に関する事項） 

審査委員会 

失格 

性能基準点未満 
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７ 審査の内容 

参加資格確認審査、提案に関する必要書類の確認、基礎審査、加点評価（価格に関す

る事項を除く）、提案価格の確認と加点評価（価格に関する事項）の算出、総合評価点

数の算出及び優秀提案者の選定、及び事業者の決定は、以下の手順により行うこととし

た。 

 

(1) 参加資格確認審査  

① 参加資格確認書類の確認 

市は、提案者に求めた参加資格確認書類がすべて揃っていることを確認する。書

類不備の場合は失格とする。ただし、軽微な書類不備等の場合は、この限りではな

い。  

 

② 参加資格確認審査  

市は、提案者から提出された参加資格確認書類をもとに、提案者が、提案募集要

項に示した参加資格を具備しているか確認する。  

参加資格を確認できない場合は、失格とする。  

  

(2) 提案に関する必要書類の確認 

市は、提案者に求めた提案時の必要書類がすべて揃っていることを確認する。 

書類不備の場合は、失格とする。 

 

(3) 提案書審査 

① 基礎審査 

市は、提案者から提出された、基礎審査に関する提出書類の内容が、提案募集要

項等に記載された要件を満たしていること及び要求水準書において定める性能や

仕様等の水準を満たしていることを確認する。要件及び水準を満たしていると認

められる場合には、基礎評価の点数を付与する。 

これらの要件及び水準を明らかに満たしていないと判断された場合は、失格と

する。  

  

② 加点評価（価格に関する事項を除く） 

基礎審査において、提案者が要件及び水準を満たしていると認められた場合、提

案者から提出された、加点評価（価格に関する事項を除く）に関する提出書類の内

容について、審査委員会において加点評価を行う。  

この評価においては、加点評価（価格に関する事項を除く）に関する提出書類の

内容を、本事業の審査基準別紙に示す審査項目ごとの視点から審査を行い、審査項

目ごとに得点を付与し、価格に関する事項を除く加点評価の評価点を算出する。   
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(4) 提案価格の確認と加点評価の評価点の算出 

① 提案価格の確認 

市は、提案者から提出された、加点評価（価格）に関する提出書類に記載された

運営権対価提案価格が、基準価格以上であることを確認する。  

運営権対価提案価格が、基準価格未満の場合は失格とする。  

  

② 加点評価の評価点の算出 

提案価格に基づき価格に関する事項の評価点として算出し、価格に関する事項

を除く加点評価の評価点と合計して、加点評価の評価点を算出する。 

 

(5) 総合評価点の算出及び優秀提案者の選定 

① 総合評価点の算出 

審査委員会が、基礎評価の評価点及び加点評価の評価点を合計し、総合評価点と

して算出する。 

 

② 優秀提案者の選定  

審査委員会が、提案者の総合評価点が基準点以上の場合に、提案者を優秀提案者

として選定する。  

 

(6) ＰＦＩ事業者の決定  

市は、審査委員会の審査結果をもとに、ＰＦＩ事業者を決定する。  
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第３ 総合評価点の内容 

１ 審査項目及び配点  

総合評価点の審査項目及び配点は、次のとおりとした。 

 

 

 

２  加点評価の得点化方法 

(1) 得点化方法（価格に関する事項を除く） 

価格に関する事項を除く審査項目の得点化方法は、提案者の提案内容を、本事業の

審査基準別紙に示す審査の視点に基づき、審査項目（中項目）ごとに評価・得点化し

た上で、付与した各得点を合計し、算出した。 

評価は、Ａ～Ｃの３段階による絶対評価とした。各評価ランクの判断基準及び得点

化方法は、次表のとおりとした。評価点は、小数点第一位まで求めた。 

 

評価ランク 判断基準 得点化方法 

Ａ 提案内容が要求水準を大いに上回っている 配点×1.00 

Ｂ 提案内容が要求水準を上回っている 配点×0.50 

Ｃ 要求水準の規定どおり 配点×0.00 

審査項目 配点 

総合評価点 120点 

Ⅰ 基礎評価（基礎審査を満たした場合に付与） 60点 

Ⅱ 加点評価 40点 

 １ 本事業に係る計画全体に関する事項 13点 

 (1)事業実施の基本方針 2点 
 (2)事業の実施体制 3点 
 (3)地域貢献 4点 
 (4)本事業の安定性・確実性 2点 

 (5)周辺環境への配慮 2点 

２ 本施設の維持管理・保全に関する事項 10点 

 (1)維持管理・保全の取組方針及び体制 4点 
 (2)保守管理 2点 

 (3)修繕 4点 

３ 本施設の運営に関する事項 17点 

 (1)運営の取組方針及び体制 3点 

 (2)利用規則 2点 

 (3)誘導・案内・警備 5点 

 (4)本事業終了時の引継に向けた対応 3点 

 (5)利用者支援 2点 

 (6)準備業務 2点 

４ 価格に関する事項 20点 
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(2) 得点化方法（価格に関する事項） 

以下の算定式により算出した。 

なお、下記の算定で用いる提案価格は、「公共施設等運営権対価等 提案書」（様式

7-1）に記載されている提案価格とした。評価点は、小数第二位以下を四捨五入し、

小数点第一位までを求めた。 

 

評価点＝{（提案価格÷基準価格）－１}× 価格に関する事項の配点（20 点）  

 

３ 総合評価点の得点化方法  

以下の算定式により算出した。  

 

総合評価点＝基礎評価の点数＋加点評価の点数 

 

４ 総合評価点の基準点  

総合評価点の合計が、下記の基準点以上の場合に、提案者を優秀提案者として選定す

るものとした。 

 

    基準点：72点（120点満点） 
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第４ 審査の経緯及び審査委員会の開催 

１ 審査の経緯 

日  程 内  容 

令和２年１月 23日 審査委員会（提案募集要項等の審議） 

令和２年２月 28日 提案募集要項の公表 

令和２年３月 13日 提案募集要項等に関する質問の受付 

令和２年３月 31日 提案募集要項等に関する質問の回答の公表 

令和２年６月 19日 提案書の受付 

令和２年８月３日 審査委員会（提案者プレゼンテーション及び提案ヒアリング） 

審査委員会（総合評価点の算出及び優秀提案者の選定） 

 

２ 審査委員会の開催 

日  程 内  容 

令和２年１月 23日 １ 提案募集要項について 

２ 要求水準書について 

３ モニタリング基本計画について 

４ 審査基準について 

５ 公共施設等運営権実施契約書（案）について 

令和２年８月３日 １ これまでの経過について 

２ 提案者プレゼンテーション及び提案ヒアリング 

令和２年８月３日 １ 提案審査に関する審議の進め方について 

２ 加点評価について 

３ 総合評価点の算出及び優秀提案者の選定について 
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第５ 審査結果 

１ 参加資格確認審査 

(1) 参加資格確認書類の確認  

市は、提案者に求めた参加資格確認書類がすべて揃っていることを確認した。  

 

(2) 参加資格確認審査  

市は、提案者から提出された参加資格確認書類をもとに、提案者が、提案募集要項 

に示す参加資格を具備していることを確認した。  

  

２ 提案に関する必要書類の確認 

市は、提案者に求めた提案時の必要書類がすべて揃っていることを確認した。 

 

３ 提案書審査 

(1) 基礎審査 

市は、提案者から提出された、基礎審査に関する提出書類の内容が、提案募集要

項等に記載された要件を満たしていること及び要求水準書において定める性能や

仕様等の水準を満たしていることを確認した。 

  

(2) 加点評価（価格に関する事項を除く） 

基礎審査において、要件及び水準を満たしていると認められた提案者の提案につ

いて、審査委員会において加点評価を行った。 

加点評価の審査に先立ち、提案者の提案趣旨に関するプレゼンテーション及びヒ

アリングを実施した。 

この評価においては、加点評価（価格に関する事項を除く）に関する提出書類の

内容を、審査項目ごとの視点から審査を行い、審査項目ごとに得点を付与すること

とした。審査委員会は、これらを踏まえ、提案者の提案書の審査項目、配点及び得

点化方法に基づき評価を実施し、価格に関する事項を除く加点評価の評価点を算出

した。   
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加点評価（価格に関する事項を除く）の審査の得点結果 

審査項目 配点 3段階

評価 

評価点 

Ⅱ 加点評価（価格に関する事項を除く） 40点   

 １ 本事業に係る計画全体に関する事項 13点 - 6.5点 

 (1)事業実施の基本方針 2点 Ｂ 1.0点 

 (2)事業の実施体制 3点 Ｂ 1,5点 

 (3)地域貢献 4点 Ｂ 2.0点 

 (4)本事業の安定性・確実性 2点 Ｂ 1.0点 

 (5)周辺環境への配慮 2点 Ｂ 1.0点 

２ 本施設の維持管理・保全に関する事項 10点 - 4.0点 

 (1)維持管理・保全の取組方針及び体制 4点 Ｂ 2.0点 

 (2)保守管理 2点 Ｃ 0点 

 (3)修繕 4点 Ｂ 2.0点 

３ 本施設の運営に関する事項 17点 - 5.0点 

 (1)運営の取組方針及び体制 3点 Ｂ 1.5点 

 (2)利用規則 2点 Ｃ 0点 

 (3)誘導・案内・警備 5点 Ｂ 2.5点 

 (4)本事業終了時の引継に向けた対応 3点 Ｃ 0点 

 (5)利用者支援 2点 Ｃ 0点 

 (6)準備業務  2点 Ｂ 1.0点 

合計 15.5点 

 

４ 提案価格の確認及び価格点の算出 

(1) 提案価格の確認 

市は、令和２年６月 19日に提案者から提出された、加点評価（価格）に関する提 

出書類に記載された運営権対価提案価格が、基準価格以上であることを確認した。  

 

(2) 加点評価（価格に関する事項）の算出 

評価点  

＝{（1,019,619,700 ÷ 926,927,000）－１}× 価格に関する事項の配点（20 点）  

＝ 2.0 点 

 

５ 総合評価点の算出及び優秀提案者の選定 

(1) 総合評価点の算出  

審査委員会は、基礎評価の評価点及び加点評価の評価点を合計し、総合評価点とし 

て算出した。 

 

提案者の総合評価点 

＝ 基礎評価点（60点）＋ 加点評価点（15.5点＋2.0点） 

＝ 77.5 点 
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(2) 優秀提案者の選定  

以上の手続きの結果、審査委員会は、提案者の総合評価点が基準点（72点）以上 

であったため、提案者を優秀提案者として選定した。  

以下、審査委員会からの総評である。 

 

［審査委員会の総評］ 

当該提案は、パシフィコ横浜の附帯駐車場に係るものであるため、通常の駐車場運

営に加え、ＶＩＰのセキュリティ対応など、業務内容が多岐に渡りますが、全体的に

要求水準を上回る評価となりました。その中でも、特に評価した点として、パシフィ

コ横浜との一体運営に加えて、みなとみらい２１地区における地域との連携や、ＡＩ

技術等の導入による管理業務のコストダウン、廃棄物の見える化と 100%リサイクル

への提案がなされたことを挙げることができます。 

なお、本事業の推進について、本委員会から、次の意見を付すこととします。 

 

＜意 見＞ 

市と提案者は、相互理解と対等なパートナーシップの下に協力体制を構築し、安全

かつ円滑なＭＩＣＥ開催を実現することで、「グローバルＭＩＣＥ都市」としての競

争力がさらに強化されることを強く期待する。 

本事業の目的実現に向けて、市と提案者は、以下の項目に関して、共に努力するこ

と。 

○ 提案者は、地域連携に係る提案をさらに具体化し、より一層の地域活性化へ

の貢献を図ること 

○ 提案者は、ＡＩ等のデジタル技術の活用について、施設の維持管理面のみな

らず、幅広く活用を検討し、効率的・効果的な運営を図ること 

○ 提案者は、正確かつ十分なデータに基づき管理・運営の不断の改善を図るこ

と 

○ 提案者は、地下駐車場の特性を踏まえた災害種別の危機管理計画を策定する

こと 

○ 市と提案者は、地域の関係者と緊密な連携を図ることで、周辺地域の交通計

画の全体像を視野に入れた運営を行うこと 

○ 市は、提案者に対して、19年間の事業期間にわたり、ハード面の機能維持に

関する適切なモニタリング、情報開示等の必要な対応を求めること 

 

６ ＰＦＩ事業者の決定  

市は、審査委員会の審査結果をもとに、優秀提案者である株式会社横浜国際平和会議 

場をＰＦＩ事業者として決定する。  
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(1) ＰＦＩ事業者の名称 

株式会社横浜国際平和会議場 

 

(2) 提案の概要 

◇パシフィコ横浜との一体運営によるＭＩＣＥ施策の推進 

・パシフィコの開催催事に関する情報による入出庫数のコントロール、パシフィコ横

浜の利用者の取込み 

・大規模政府間会議や皇室の御臨席する会議での豊富な経験を活かした安全性の高

い対応 

◇みなとみらい２１地区における地域との連携 

・みなとみらい２１地区内の大型駐車場や提携施設との連携強化により、街として受

入数を増大するという仕組みの構築 

◇ＡＩ技術等の新技術の導入 

・設備管理業務や清掃・日常点検へＡＩ技術等の新技術を導入し、求められる機能や

ニーズの変化に柔軟に対応 

◇周辺環境への取組 

・業界初の取組として、施設内で出た廃棄物の 100%リサイクルによる環境負荷の低

減 

◇外国語表記のサイン設置等、ハード・ソフト面での多言語化対応 

・外国人向けの駐車場ガイドを作成し、本施設での配布、ＨＰへの掲載 

・外国語案内可能な職員を必ず 1名配置 

 

第６ 今後の予定 

日  程 内  容 

令和２年 12月 運営権設定にかかる議案提出 

令和２年 12月 ＰＦＩ事業者との実施契約の締結 

令和３年４月１日 運営権の設定及び公共施設等運営事業の開始 

令和 22年３月 31日 事業終了 

 

以上 
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